
土地改良・切り語り

1
耕
地
整
理
と
土
地
区
画
整
理

　

筆
者
の
住
む
東
京
都
練
馬
区
で
は
、戦
前
、生
産
性
の

低
い
田
を
潰
し
て
畑
地
と
宅
地
に
す
る
話
が
持
ち
上

が
っ
た
が
、練
馬
全
体
が
一
九
三
二
年
に
東
京
市
に
編
入

さ
れ
、
宅
地
開
発
が
土
地
区
画
整
理
区
事
業
に
限
定
さ

れ
る
の
で
、
急
い
で
耕
地
整
理
組
合
を
設
立
し
耕
地
整

理
事
業
を
進
め
た
と
い
う
。
耕
地
整
理
な
ら
補
助
金
も

あ
り
、道
路
・
公
園
等
の
公
共
用
地
も
少
な
く
て
す
む
か

ら
で
あ
る（
注
1
）。
土
地
区
画
整
理
事
業
は
、既
成
市
街
地

整
備
型
・
郊
外
地
開
発
型（
宅
地
造
成
型
）・
公
共
施
設
整

備
型
が
あ
り
、
後
者
の
二
つ
の
型
は
土
地
改
良
と
深
く

関
連
し
、旧
都
市
計
画
法
制
定（
一
九
一
九
年
）で
法
定
化

後
も
手
続
き
は
耕
地
整
理
法
を
準
用
し
た
。

　

現
在
、
土
地
改
良
法
と
土
地
区
画
整
理
法
と
も
、
区

画
整
理
事
業
は
、「
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
及
び
一

体
的
に
実
施
す
る
付
帯
事
業
」
で
、
付
帯
事
業
に
農
用

地
関
連
と
公
共
施
設
関
連
の
差
が
あ
る
。
施
行
者
と
実

施
要
件
の
概
要
は
表
の
通
り
で
、
後
者
の
施
行
は
土
地

区
画
整
理
組
合
と
都
道
府
県
・
市
町
村
が
実
績
面
積
で

ほ
ぼ
同
数
で
、
こ
の
二
つ
で
約
七
〇
%
を
占
め
る
。
今

回
は
両
事
業
を
対
比
し
つ
つ
、
土
地
改
良
事
業
を
考
え

て
み
た
い
。
以
下
、
土
地
改
良
区
営
の
区
画
整
理
（
圃

場
整
備
）
と
組
合
施
行
土
地
区
画
整
理
を
想
定
す
る
。　

2
公
共
団
体
施
行

　

土
地
区
画
整
理
事
業
で
都
道
府
県
・
市
町
村
等
が
施

行
者
と
な
る
場
合
に
は
、
街
路
事
業
の
よ
う
に
事
業
の

発
意
自
体
が
都
道
府
県
・
市
町
村
等
で
地
権
者
の
同
意

を
条
件
と
し
て
い
な
い
。
土
地
改
良
の
国
営
・
都
道
府

県
営
・
市
町
村
営
事
業
は
事
業
の
発
意
は
受
益
農
業
者

で
土
地
改
良
区
営
事
業
の
手
続
き
（
三
条
資
格
者
の
三

分
の
二
以
上
の
同
意
）
と
変
わ
ら
な
い
。

　

公
共
団
体
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
で
は
地
権
者

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
事
業
ご
と
に
土
地
区

画
整
理
審
議
会
を
置
い
て
い
る
。
委
員
は
施
行
面
積
に

応
じ
一
〇
〜
五
〇
人
の
範
囲
内
で
、
施
行
地
区
内
宅
地

の
所
有
権
又
は
借
地
権
を
有
す
る
者
の
選
挙
で
選
出
さ

れ
る
。
委
員
定
数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

学
識
経
験
者
を
委
員
と
し
て
選
任
で
き
る
。

　

土
地
改
良
事
業
で
も
公
的
権
限
の
強
化
が
試
み
ら
れ

て
き
た
。
公
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
る
耕
地
整
理
組
合

に
よ
る
灌
漑
排
水
等
の
事
業
実
施
を
認
め
た
一
九
〇
九

年
の
耕
地
整
理
法
改
正
で
は
、
政
府
原
案
で
地
方
長
官

に
耕
地
整
理
組
合
設
立
命
令
権
や
組
合
長
の
指
名
権
を

与
え
て
い
た
が
、
地
主
の
意
向
が
重
視
さ
れ
国
会
で
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
四
九
年
の
土
地
改
良
法
制
定

時
に
は
、
農
林
省
試
案
に
大
臣
や
知
事
に
国
営
・
都
道

府
県
営
事
業
の
区
域
に
農
地
改
良
組
合（
土
地
改
良
区
）

の
設
立
を
命
ず
る
権
限
を
与
え
て
い
た
が
、
国
の
主
導

権
を
受
け
入
れ
な
い
G
H
Q
（
占
領
下
の
連
合
国
総
司

令
部
）
の
指
導
で
実
現
し
な
か
っ
た（
注
2
）。
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土地区画整理事業から見た
土地改良事業

表　土地区画整理事業の施行者と事業実施要件
施行者 事業実施要件

民間
（知事認可）

個人施行者
（1人又は数人共同）

宅地の所有者・借地権者の全
員の同意を得る。

土地区画
整理組合

7人以上が共同して施行地区
内の宅地の所有者及び借地権
者のそれぞれ 3分の 2以上
（人数と地積）の同意を得て、
組合（法人）を設立する。

区画整理会社

宅地の所有者・借地権者であ
る株主が議決権の過半数を保
有し、施行地区内の宅地の所
有者及び借地権者のそれぞれ
3分の 2以上（人数と地積）の
同意を得る。

公的
都道府県・市町村

事業毎に土地区画整理審議会
を置く。国土交通大臣

住宅供給公社等
（出典） ㈱リンクアカデミーHP「土地区画整理事業の重要ポイントと

解説」（一部修正）

土地改良・切り語り

3
組
合
・
事
業
へ
の
参
加
資
格

　

土
地
区
画
整
理
組
合
で
は
事
業
施
行
地
区
内
の
宅
地

の
所
有
者
と
借
地
権
者
（
登
記
が
な
い
場
合
は
市
町
村

長
が
認
可
し
た
者
）
が
共
に
組
合
員
に
な
る
。
住
宅
地

の
借
地
権
者
は
建
築
物
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
も

多
く
一
本
化
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
土
地
改
良
区
の

組
合
員
は
原
則
と
し
て
使
用
収
益
権
者
（
耕
作
者
）
で

あ
り
、
小
作
地
で
も
農
業
委
員
会
の
承
認
が
あ
れ
ば
所

有
者
が
な
る
。
G
H
Q
は
「
耕
作
者
中
心
を
強
調
す
る

必
要
が
な
い
」
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
農
地
所
有
と
土

地
改
良
投
資
は
分
け
難
く
、
所
有
者
に
よ
る
投
資
が
基

本
だ
が
、
施
設
利
用
者
で
あ
る
耕
作
者
の
意
向
は
無
視

で
き
な
い
。
現
実
に
は
借
地
契
約
終
了
時
の
有
益
費
用

問
題
も
あ
り
、
所
有
者
が
組
合
員
に
な
る
こ
と
も
多

い（
注
3
）。
こ
の
問
題
は
自
作
農
体
制
崩
壊
後
に
は
所
有

者
と
借
地
権
者
と
の
間
に
公
的
組
織
が
介
在
す
る
以
外

に
解
決
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る（
注
4
）。

4
組
合
に
お
け
る
合
意
形
成

　

土
地
改
良
区
は
一
五
人
以
上
事
業
参
加
資
格
者
（
三

条
資
格
者
）
が
申
請
人
に
な
り
、事
業
を
実
施
す
る
「
一

定
の
地
域
」
の
資
格
者
の
三
分
の
二
以
上
（
人
数
）
の

同
意
を
得
て
設
立
さ
れ
る
。
既
設
土
地
改
良
区
が
新
た

に
事
業
を
行
う
場
合
も
関
連
組
合
員
の
同
意
は
三
分
の

二
以
上
（
人
数
）
の
同
意
を
必
要
と
す
る（
注
5
）。
農
地

改
革
で
自
作
農
が
重
視
さ
れ
た
立
法
時
に
は
人
数
だ
け

で
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
整
備
後
に
地
代

（
小
作
料
）
の
大
幅
な
上
昇
は
期
待
で
き
な
い
の
で
、

多
数
派
の
小
規
模
農
家
や
土
地
持
ち
非
農
家
か
ら
大
区

画
整
理
着
工
の
同
意
を
得
る
の
は
難
し
く
、
耕
作
放
棄

地
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
。
一
方
、
土
地
区
画
整
理
組

合
は
、
七
人
以
上
が
共
同
し
て
施
行
地
区
内
の
宅
地
の

所
有
者
及
び
借
地
権
者
の
各
々
三
分
の
二
以
上
（
人
数

と
地
積
）
の
同
意
を
得
て
設
立
さ
れ
る
。

　

一
九
〇
九
年
の
耕
地
整
理
法
改
正
時
の
政
府
案
は
組

合
設
立
に
人
数
と
地
積
と
地
価
の
三
項
目
で
三
分
の
二

以
上
の
同
意
を
必
要
と
し
て
い
た
が
、
人
数
で
二
分
の

一
以
上
で
総
面
積
と
総
地
価
の
各
三
分
の
二
以
上
に
修

正
さ
れ
て
い
る
。
大
地
主
重
視
の
た
め
だ
が
、
現
在
な

ら
担
い
手
農
業
者
に
焦
点
を
当
て
て
、
人
数
は
二
分
の

一
以
上
に
引
き
下
げ
、
代
わ
り
に
地
積
三
分
の
二
（
あ

る
い
は
四
分
の
三
）
以
上
の
規
定
を
追
加
す
る
と
い
っ

た
検
討
も
必
要
で
は
な
い
か
。
農
地
中
間
管
理
機
構
が

借
り
受
け
た
農
地
の
三
条
資
格
者
と
し
て
圃
場
整
備
事

業
参
加
が
で
き
る
が
、
も
う
一
歩
進
め
て
土
地
改
良
区

が
一
定
期
間
一
括
管
理
（
土
地
改
良
施
設
の
改
良
や
地

代
の
徴
収
を
含
む
）
し
、
地
主
に
は
毎
年
の
地
代
に
係

る
定
額
保
障
（
一
括
管
理
経
費
を
差
し
引
く
）
す
る
サ

ブ
リ
ー
ス
契
約
が
筆
者
の
提
案
で
あ
る（
注
6
）。
土
地
改

良
区
新
設
は
少
な
い
が
、
地
域
農
業
構
造
の
大
変
革
に

既
存
土
地
改
良
区
の
解
散
と
新
区
設
立
と
い
っ
た
事
態

が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
申
請
人
は
一
五
人
か

ら
七
人
に
引
下
げ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

5
圃
場
内
宅
地
問
題
な
ど

　

土
地
区
画
整
理
法
で
「
宅
地
」
と
は
「
国
又
は
地
方

公
共
団
体
の
所
有
地
以
外
の
土
地
」
で
地
目
は
関
係
な

く
現
況
農
地
も
宅
地
で
あ
る
（
土
地
改
良
法
で
は
法
的

強
制
力
が
農
用
地
に
限
定
）。
一
九
七
二
年
の
土
地
改

良
法
改
正
で
、
圃
場
整
備
等
の
換
地
を
伴
う
事
業
地
域

内
に
介
在
す
る
非
農
用
地
を
事
業
施
行
地
域
に
取
り
込

ん
だ
が
、
非
農
用
地
所
有
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

よ
り
生
産
性
の
高
い
大
区
画
圃
場
整
備
に
必
要
な
法
的

な
強
制
力
の
あ
る
圃
場
内
宅
地
対
策
は
、
本
コ
ラ
ム
21

で
大
場
民
雄
弁
護
士
の
公
的
私
用
収
容
を
紹
介
し
た
。

家
屋
の
移
築
又
は
取
壊
し
費
用
、
移
転
先
の
用
地
整
備

費
用
、
新
築
へ
の
低
利
融
資
、
空
き
家
の
取
壊
し
と
宅

地
買
収
費
用
へ
の
一
定
の
助
成
も
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

農
村
災
害
対
策
に
も
な
る
。

　

中
山
間
地
帯
の
水
田
で
は
沢
毎
に
一
つ
の
経
営
体
な

れ
ば
田
越
灌
漑
に
よ
り
圃
場
内
用
水
路
が
不
要
に
な
る

上
、
用
排
シ
ス
テ
ム
が
治
山
治
水
対
策
に
も
寄
与
す
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
の
よ
う
な
公
共
団
体
施
行
や
一
人

施
行
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

　

土
地
改
良
法
の
見
直
し
だ
け
で
諸
課
題
が
解
決
し
な

い
が
、
農
業
構
造
の
変
化
が
著
し
い
中
で
農
政
の
方
向

性
を
示
す
意
味
は
大
き
い
と
思
う
。

【
注
1
】
古
老
が
語
る
ね
り
ま
の
む
か
し
8
、
ね
り
ま
区
報
第
七
七
八
号
、

東
京
都
練
馬
区
、
一
九
八
九
年
三
月
二
十
一
日

【
注
2
】江
戸
期
に
は
幕
府
や
諸
藩
が
灌
漑
事
業
を
実
施
し
て
い
た
の
で
、

明
治
期
に
も
官
主
導
で
行
う
考
え
で
あ
っ
た
が
資
金
不
足
で
江
戸
期
の

資
産
を
食
い
潰
し
た
。
内
務
省
は
官
選
組
合
長
の
普
通
水
利
組
合
法

（
一
九
〇
八
年
）を
制
定
し
た
が
戦
後
に
農
林
省
所
管
に
な
り
土
地
改
良

区
に
統
合
さ
れ
る
。
農
林
省
も
官
主
導
の
発
想
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

【
注
3
】
有
益
費
問
題
は
本
コ
ラ
ム
16
「
三
条
資
格
者
」
を
参
照
。

【
注
4
】
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
利
用
権
設
定
や
農
地
中
間
管
理

機
構
の
介
在
が
あ
る
が
、
筆
者
は
土
地
改
良
区
の
介
在
を
提
案
し
て
い

る
（
本
コ
ラ
ム
6
「
究
極
の
土
地
改
良
区
」
を
参
照
）。

【
注
5
】
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
は
組
合
員
の
半
数
以
上
が
出

席
す
る
総
会
で
過
半
数
の
賛
成
で
決
す
る
。
土
地
改
良
法
で
は
土
地
の

所
有
権
や
賃
借
権
等
の
使
用
及
び
収
益
の
権
利
を
有
す
る
全
て
の
者
で

構
成
さ
れ
る
権
利
者
会
議
で
三
分
の
二
出
席
で
そ
の
三
分
の
二
以
上
賛

成
で
決
す
る
。
構
成
員
は
事
業
参
加
資
格
（
組
合
員
）
と
は
異
な
り
、

同
一
の
土
地
に
所
有
者
と
使
用
収
益
権
者
が
両
方
構
成
員
に
な
る
し
、

非
農
用
地
の
権
利
者
も
構
成
員
で
あ
る
。

【
注
6
】
本
コ
ラ
ム
6
「
究
極
の
土
地
改
良
区
」
を
参
照
。　

【
参
考
引
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文
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①
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④
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3
組
合
・
事
業
へ
の
参
加
資
格

　

土
地
区
画
整
理
組
合
で
は
事
業
施
行
地
区
内
の
宅
地

の
所
有
者
と
借
地
権
者
（
登
記
が
な
い
場
合
は
市
町
村

長
が
認
可
し
た
者
）
が
共
に
組
合
員
に
な
る
。
住
宅
地

の
借
地
権
者
は
建
築
物
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
も

多
く
一
本
化
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
土
地
改
良
区
の

組
合
員
は
原
則
と
し
て
使
用
収
益
権
者
（
耕
作
者
）
で

あ
り
、
小
作
地
で
も
農
業
委
員
会
の
承
認
が
あ
れ
ば
所

有
者
が
な
る
。
G
H
Q
は
「
耕
作
者
中
心
を
強
調
す
る

必
要
が
な
い
」
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
農
地
所
有
と
土

地
改
良
投
資
は
分
け
難
く
、
所
有
者
に
よ
る
投
資
が
基

本
だ
が
、
施
設
利
用
者
で
あ
る
耕
作
者
の
意
向
は
無
視

で
き
な
い
。
現
実
に
は
借
地
契
約
終
了
時
の
有
益
費
用

問
題
も
あ
り
、
所
有
者
が
組
合
員
に
な
る
こ
と
も
多

い（
注
3
）。
こ
の
問
題
は
自
作
農
体
制
崩
壊
後
に
は
所
有

者
と
借
地
権
者
と
の
間
に
公
的
組
織
が
介
在
す
る
以
外

に
解
決
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る（
注
4
）。

4
組
合
に
お
け
る
合
意
形
成

　

土
地
改
良
区
は
一
五
人
以
上
事
業
参
加
資
格
者
（
三

条
資
格
者
）
が
申
請
人
に
な
り
、事
業
を
実
施
す
る
「
一

定
の
地
域
」
の
資
格
者
の
三
分
の
二
以
上
（
人
数
）
の

同
意
を
得
て
設
立
さ
れ
る
。
既
設
土
地
改
良
区
が
新
た

に
事
業
を
行
う
場
合
も
関
連
組
合
員
の
同
意
は
三
分
の

二
以
上
（
人
数
）
の
同
意
を
必
要
と
す
る（
注
5
）。
農
地

改
革
で
自
作
農
が
重
視
さ
れ
た
立
法
時
に
は
人
数
だ
け

で
良
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
整
備
後
に
地
代

（
小
作
料
）
の
大
幅
な
上
昇
は
期
待
で
き
な
い
の
で
、

多
数
派
の
小
規
模
農
家
や
土
地
持
ち
非
農
家
か
ら
大
区

画
整
理
着
工
の
同
意
を
得
る
の
は
難
し
く
、
耕
作
放
棄

地
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
る
。
一
方
、
土
地
区
画
整
理
組

合
は
、
七
人
以
上
が
共
同
し
て
施
行
地
区
内
の
宅
地
の

所
有
者
及
び
借
地
権
者
の
各
々
三
分
の
二
以
上
（
人
数

と
地
積
）
の
同
意
を
得
て
設
立
さ
れ
る
。

　

一
九
〇
九
年
の
耕
地
整
理
法
改
正
時
の
政
府
案
は
組

合
設
立
に
人
数
と
地
積
と
地
価
の
三
項
目
で
三
分
の
二

以
上
の
同
意
を
必
要
と
し
て
い
た
が
、
人
数
で
二
分
の

一
以
上
で
総
面
積
と
総
地
価
の
各
三
分
の
二
以
上
に
修

正
さ
れ
て
い
る
。
大
地
主
重
視
の
た
め
だ
が
、
現
在
な

ら
担
い
手
農
業
者
に
焦
点
を
当
て
て
、
人
数
は
二
分
の

一
以
上
に
引
き
下
げ
、
代
わ
り
に
地
積
三
分
の
二
（
あ

る
い
は
四
分
の
三
）
以
上
の
規
定
を
追
加
す
る
と
い
っ

た
検
討
も
必
要
で
は
な
い
か
。
農
地
中
間
管
理
機
構
が

借
り
受
け
た
農
地
の
三
条
資
格
者
と
し
て
圃
場
整
備
事

業
参
加
が
で
き
る
が
、
も
う
一
歩
進
め
て
土
地
改
良
区

が
一
定
期
間
一
括
管
理
（
土
地
改
良
施
設
の
改
良
や
地

代
の
徴
収
を
含
む
）
し
、
地
主
に
は
毎
年
の
地
代
に
係

る
定
額
保
障
（
一
括
管
理
経
費
を
差
し
引
く
）
す
る
サ

ブ
リ
ー
ス
契
約
が
筆
者
の
提
案
で
あ
る（
注
6
）。
土
地
改

良
区
新
設
は
少
な
い
が
、
地
域
農
業
構
造
の
大
変
革
に

既
存
土
地
改
良
区
の
解
散
と
新
区
設
立
と
い
っ
た
事
態

が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
申
請
人
は
一
五
人
か

ら
七
人
に
引
下
げ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

5
圃
場
内
宅
地
問
題
な
ど

　

土
地
区
画
整
理
法
で
「
宅
地
」
と
は
「
国
又
は
地
方

公
共
団
体
の
所
有
地
以
外
の
土
地
」
で
地
目
は
関
係
な

く
現
況
農
地
も
宅
地
で
あ
る
（
土
地
改
良
法
で
は
法
的

強
制
力
が
農
用
地
に
限
定
）。
一
九
七
二
年
の
土
地
改

良
法
改
正
で
、
圃
場
整
備
等
の
換
地
を
伴
う
事
業
地
域

内
に
介
在
す
る
非
農
用
地
を
事
業
施
行
地
域
に
取
り
込

ん
だ
が
、
非
農
用
地
所
有
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

よ
り
生
産
性
の
高
い
大
区
画
圃
場
整
備
に
必
要
な
法
的

な
強
制
力
の
あ
る
圃
場
内
宅
地
対
策
は
、
本
コ
ラ
ム
21

で
大
場
民
雄
弁
護
士
の
公
的
私
用
収
容
を
紹
介
し
た
。

家
屋
の
移
築
又
は
取
壊
し
費
用
、
移
転
先
の
用
地
整
備

費
用
、
新
築
へ
の
低
利
融
資
、
空
き
家
の
取
壊
し
と
宅

地
買
収
費
用
へ
の
一
定
の
助
成
も
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

農
村
災
害
対
策
に
も
な
る
。

　

中
山
間
地
帯
の
水
田
で
は
沢
毎
に
一
つ
の
経
営
体
な

れ
ば
田
越
灌
漑
に
よ
り
圃
場
内
用
水
路
が
不
要
に
な
る

上
、
用
排
シ
ス
テ
ム
が
治
山
治
水
対
策
に
も
寄
与
す
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
の
よ
う
な
公
共
団
体
施
行
や
一
人

施
行
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

　

土
地
改
良
法
の
見
直
し
だ
け
で
諸
課
題
が
解
決
し
な

い
が
、
農
業
構
造
の
変
化
が
著
し
い
中
で
農
政
の
方
向

性
を
示
す
意
味
は
大
き
い
と
思
う
。

【
注
1
】
古
老
が
語
る
ね
り
ま
の
む
か
し
8
、
ね
り
ま
区
報
第
七
七
八
号
、

東
京
都
練
馬
区
、
一
九
八
九
年
三
月
二
十
一
日

【
注
2
】江
戸
期
に
は
幕
府
や
諸
藩
が
灌
漑
事
業
を
実
施
し
て
い
た
の
で
、

明
治
期
に
も
官
主
導
で
行
う
考
え
で
あ
っ
た
が
資
金
不
足
で
江
戸
期
の

資
産
を
食
い
潰
し
た
。
内
務
省
は
官
選
組
合
長
の
普
通
水
利
組
合
法

（
一
九
〇
八
年
）を
制
定
し
た
が
戦
後
に
農
林
省
所
管
に
な
り
土
地
改
良

区
に
統
合
さ
れ
る
。
農
林
省
も
官
主
導
の
発
想
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

【
注
3
】
有
益
費
問
題
は
本
コ
ラ
ム
16
「
三
条
資
格
者
」
を
参
照
。

【
注
4
】
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
利
用
権
設
定
や
農
地
中
間
管
理

機
構
の
介
在
が
あ
る
が
、
筆
者
は
土
地
改
良
区
の
介
在
を
提
案
し
て
い

る
（
本
コ
ラ
ム
6
「
究
極
の
土
地
改
良
区
」
を
参
照
）。

【
注
5
】
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
は
組
合
員
の
半
数
以
上
が
出

席
す
る
総
会
で
過
半
数
の
賛
成
で
決
す
る
。
土
地
改
良
法
で
は
土
地
の

所
有
権
や
賃
借
権
等
の
使
用
及
び
収
益
の
権
利
を
有
す
る
全
て
の
者
で

構
成
さ
れ
る
権
利
者
会
議
で
三
分
の
二
出
席
で
そ
の
三
分
の
二
以
上
賛

成
で
決
す
る
。
構
成
員
は
事
業
参
加
資
格
（
組
合
員
）
と
は
異
な
り
、

同
一
の
土
地
に
所
有
者
と
使
用
収
益
権
者
が
両
方
構
成
員
に
な
る
し
、

非
農
用
地
の
権
利
者
も
構
成
員
で
あ
る
。

【
注
6
】
本
コ
ラ
ム
6
「
究
極
の
土
地
改
良
区
」
を
参
照
。　

【
参
考
引
用
文
献
】

①
石
田
頼
房
：
日
本
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
制
度
史
概
説
1
8
7
0
〜

1
9
8
0
、
総
合
都
市
研
究
第
28
号
、
東
京
都
立
大
学
都
市
研
究
セ
ン

タ
ー
、
1
9
8
6
年
②
柳
瀬
範
彦
：
土
地
区
画
整
理
の
制
度
形
成
に
関

す
る
史
的
考
察
、
土
木
学
会
論
文
集
D
2
（
土
木
史
）
Vo
l

 

70 

№
1
、

2
0
1
4
③
大
鎌
邦
雄
：
明
治
後
期
に
お
け
る
耕
地
整
理
政
策
の
展
開
、

農
業
綜
合
研
究
30
巻
3
号
、
農
林
省
農
業
綜
合
研
究
所
、
1
9
7
6
年

七
月
④
利
谷
信
義
：
第
8
章　

農
地
改
革
と
土
地
改
良
法
の
成
立
、
戦
後

改
革　

6
農
地
改
革
、
財
団
法
人
東
京
大
学
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